
川崎市景観まちづくり動画制作に向けた動画・写真募集要項 

 

１ 目的 

本市では、景観計画において「かわさき百年の風土記づくり」を景観形成の基本理念とし、

４つの基本目標を定め景観形成を進めています。 

市制 100周年をきっかけとして、市民のみなさんに身近な景観に目を向け、改めて魅力

を発見し、かわさきの景観に愛着を持っていただきたい、そして、次の 100 年に向け

て、市民のみなさんとさらに個性と魅力あふれる表情豊かな景観をつくっていきたい！と

いう想いを込めて、景観まちづくり動画を制作することとしました。 

そこで、動画の素材となる作品を収集するために、みなさんの「身近な景観」を撮影し

た動画・写真を募集します。 

 

２ 募集作品 

 テーマ：「あなたの身近な景観」 

お気に入りの場所や新たに発見した場所など、あなたにとっての「身近な景観」（川崎

市内）を撮影した動画または写真を募集します。 

 

３ 募集期間 

令和６年１０月 1日（火）～１２月２０日（金） 

 

４ 応募資格 

どなたでも応募出来ます。（住所地、年齢、国籍は問いません） 

 

５ 応募方法、作品の規格等 

（１）応募方法 

・必要事項を記入し、以下の Logoフォームから応募してください。 

・動画については、後日、担当課からメールにてアップロード先をお知らせします。 

＜https://logoform.jp/form/FUQz/430175＞  

 

＜必要事項＞ 

・作品の題名、撮影場所 



・応募者の氏名（ニックネームも可)、年齢、職業、連絡先（メールアドレス）  

 

（２）規格等 

①動画・写真共通 

・川崎市内を撮影したもの（市外からの川崎市内の撮影は可） 

・応募者本人が撮影したもの 

・撮影時期は問いません。 

・トリミングや動画の長さ、明るさ等の調整を行う場合があります。 

②動画 

  ・動画の長さ  ：おおむね５秒以内 

  ・ファイル形式 ：MP4/MOV 

  ・解像度    ：HD(SD)以上を推奨 

  ・ファイルサイズ：１ファイル 15MB以下 

  ・アスペクト比 ：16:9を推奨 ※縦型・横型は問いません 

  ・その他    ：音楽・BGM・効果音等は編集でつけないでください 

 ③写真 

  ・ファイル形式 ：JPEG・PNG 

  ・ファイルサイズ：1ファイル 10MB以下 

  ・アスペクト比 ：縦横比、縦型・横型とも問いません 

 

８ 留意事項 

（１）応募者は、本募集要項を十分に理解した上で応募してください。 

応募者が応募した時点で本募集要項に同意したものとします。 

（２）18歳未満の方は、保護者の同意を得た上で応募してください。 

応募者が応募した時点で保護者の同意を得たものとみなします。 

（３）応募に伴う一切の費用は、応募者の負担とします。 

（４）応募作品は返却しません。 

（５）応募後の応募作品の取下げ、取消はできません。 

（６）動画の制作状況等に関する問い合わせにはお答えしません。 

また、応募状況等により制作する動画に使用しない場合がありますのでご了承くだ

さい。 

（７）以下の作品は選定対象外とします。 

・公序良俗に反するもの 

・公職選挙法等の法令に抵触するもの 

・政治活動、営利活動、宗教活動、個人的な思想信条の主義主張を主目的とするもの 

・第三者を誹謗中傷、批判、差別し、人権を侵害する、又はその恐れがあるもの 



・個人のプライバシーを侵害する、又はその恐れがあるもの 

・その他テーマにふさわしくない表現が含まれているもの 

（８）応募作品の著作権は応募者に帰属します。ただし、応募作品を使用し制作した動画

を本市は永続的に無償で使用できるものとします。 

（９）応募作品に関するすべての著作物は、権利を侵害していないものとしてください。

なお、本市の重過失に起因する場合を除き、本市が何らかの損害を被った場合は、

応募者がこれを賠償することとします。 

（10）撮影・応募に伴い発生した事故その他のトラブルや、権利侵害や損害賠償を主張さ

れた場合に、本市は一切責任を負いません。 

また、撮影が禁止されている場所での撮影、撮影時の迷惑行為及び危険行為は行わ

ないでください。 

（11）応募内容に虚偽の事実や不正が判明した場合は、応募を取り消します。 

 

８ その他 

（１）応募の際にお預かりした個人情報は、本動画制作事業の運営及びそれに関わる連絡

以外には使用しません。 

（２）本要項に記載されていない事項については、担当課の判断によります。 

（３）本要項は予告なく改定等を行う場合があります。 

 

９ 問合せ先 

担当課：川崎市まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当 

〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町 1番地 

電話 ：０４４－２００－３０２２ 

  メール：50keikan@city.kawasaki.jp 
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